
港湾労働者派遣制度の概要

【 】適用対象港湾

東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門の６大港に適用

【 】港湾労働者派遣制度

港湾運送事業主 港湾運送事業主

相互に派遣

派遣のあっせん

相談援助

港湾労働者雇用安定センター

（注）港湾運送事業を実際に行っている事業主に対し、労働

者の相互活用が行えるよう港湾労働者派遣の実施を認め

るものであり、専ら労働者派遣を行う事業の実施を認め

るものではない。


